
行政文書等の管理に関する規程の体系イメージ図

行 政 文 書 の 管 理 に 関 す る 共 通 ル ー ル

熊本県行政文書等の管理に関する条例

条例の施行規則

【条例で「知事が定める」とされている事項に関する定め】
熊本県行政文書等の管理に関する条例施行規則

特定歴史公文書の保存、利用及び廃棄に関する定め現用文書の管理に関する定め

熊本県特定歴史公文書の保存、利用及び廃棄に関す知事が保有する行政文書の管理に関する規則(仮
る規則(仮称)称)

熊本県教育委員会が保有する行政文書の管理に
関する規則(仮称)
熊本県人事委員会が保有する行政文書の管理に
関する規程(仮称)
・・・

現用文書の管理に関する定めの細則
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条例で「実施機関が規則その他の規程で定める」とさ

れている事項に関する定め

条例で「知事が規則で定める」とされている事項に関する定

め及び特定歴史公文書の保存、利用及び廃棄に関する定め
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